
特徴２ 給料日等に商品代金を支払うことになり、その商品代金と先に
受け取った金銭との差額が高額。

（※１）商品の価値と販売価格が必ずしも見合っておらず、顧客も商品を購入することを目的としていない。

（※２）キャッシュバック・レビュー報酬名目や提携した買取業者が当該商品を買い取ることにより金銭が支払われることが多い。

形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合に
は、貸金業に該当するおそれ（※）があります。（※）個別具体的な実態を踏まえて判断する必要があります。

貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者（罰則の対象）です。

①申込み

②キャッシュバック名目など金銭の支払
商品の提供

③商品代金の後払い

▶ その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化
し、多重債務に陥る危険性があります。

▶取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上で
さらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる
危険性があります。

などの⽢い⾔葉にご注意ください︕

事例

特徴１ 形式的には後払いによる商品売買（※１）だが、商品代金の支払

に先立ち、商品の購入者が金銭を受け取る（※２）。

いわゆる後払い(ツケ払い)現⾦化に要注意︕

SNS拡散で商品宣伝協力金レビュー投稿で現金報酬GET

「今すぐ現⾦」「⼿軽に現⾦」にご注意
即日現金化 ツケ払い商品売却で即日キャッシュバック

金融ブラック
ＯＫ

借金では
ありません


